


平成29年度の介護保険法改正で地域包括ケアシステムが強化され、その一環として、高齢者の自立支援・重度化防止に向けた取り組
みを推進するための交付金「保険者機能強化推進交付金」が創設。
さらに、現行の介護保険制度における介護予防の位置づけを高めるために、令和2年度に「介護保険保険者努力支援交付金」を創設。
この保険者機能強化推進交付金と介護保険保険者努力支援交付金は、一般的に「インセンティブ交付金」という。

【埼玉県】インセンティブ交付金の総得点率と要介護認定率の2軸分析


